
（株）運輸・物流研究室

業務工程の変更と高速道路利用拡大による
拘束時間の削減

（長崎県）

事例２
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１．対象集団の概要

発荷主企業：（株)フランソア佐世保工場（本社：福岡県粕屋郡）
・食品製造業（九州内に工場4カ所）
・商圏は九州一円及び山口・広島

着荷主企業：サンドイッチ工場
・対象工場は宮崎県宮崎市
・発荷主のＯＥＭ提携先

運送事業者：日通長崎運輸(株)佐世保営業所（本社：長崎市）
・従業員数 ２１名
・車両台数 １８両

対象荷種 ：パン等
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Ａ便は宮崎直行

Ｂ便は熊本立ち寄り

フ
ラ
ン
ソ
ア

佐
賀
工
場

フ
ラ
ン
ソ
ア

佐
世
保
工
場

（

着
荷
主

）

宮
崎
工
場

日通長崎運輸

佐世保営業所

２．対象となる物流の状況

（発荷主関連会社）
熊本

Ａ便の動き Ｂ便の動き

日通長崎運輸は１日２便のトラックを提供(A便､B便)

 Ａ便：佐賀工場で積み足した後、宮崎へ
 Ｂ便：佐賀工場で積み足した後、熊本に立ち寄り、

その後 宮崎へ
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拠点の位置関係

２．対象拠点と物流実態

1日の
往復距離

620km
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出荷準備：パンの入った容器（バンジュウ）

２．対象拠点と物流実態

22



パワーゲート による積み込み

２．対象拠点と物流実態
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商品を車上に積載

２．対象拠点と物流実態
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３．運転者の労働実態と課題

現状の拘束時間は１５時間以上
最大拘束時間（１６時間）は超えないものの原則の１３時間は超えている

 Ａ便・Ｂ便ともに運転時間は１１時間超

Ａ便 Ｂ便

運転時間 １１時間２７分 １１時間１７分

荷役時間 ２時間３３分 ３時間２３分

休憩時間 ４４分 ３０分

その他時間 ２０分 ３０分

拘束時間 １５時間００分 １５時間４０分
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４．現状の問題点に対する改善案

本業務における問題点は、

 １日の拘束時間が原則時間(１３時間)を超えていること

 １日の平均運転時間が９時間を超えていること

 このため、２時間程度の拘束時間の削減が必要である
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５．実証実験の概要 ①業務工程の変更

ドライバー２名

ドライバー２名＋別のドライバー１名
※

３名体制

従来、前日夜間に実施していた空容器の返却と、運送当日の
貨物の積込みを、別のドライバーが行う

※ 社内の業務分担の見直しによるものであり、新たに１名雇用したわけではない
27



■事前（Before） ■事後（After）

５．実証実験の概要 ①業務工程の変更

Ａ便
担当

Ｂ便
担当

Ａ便
担当

Ｂ便
担当

別のドラ
イバー

佐賀工場
積込

関係会社工場
配達・積込

宮崎着荷主
配達

宮崎着荷主
容器回収

佐賀工場
積込

宮崎着荷主
配達

宮崎着荷主
容器回収

車 庫 車 庫

佐世保工場
積込

佐世保工場
積込

佐世保工場
容器返却

佐世保工場
容器返却

車 庫 車 庫

出 発 出 発

車庫をＡ車両で
出発

佐世保工場
Ａ便 容器返却

Ａ便 積込

連絡車で出発

関係会社工場
配達・積込

宮崎着荷主
配達

宮崎着荷主
容器回収

宮崎着荷主
配達

宮崎着荷主
容器回収

車 庫 車 庫

車庫を
Ｂ車両で出発

車庫を連絡車
で出発

別業務便

車 庫

佐世保工場
Ｂ 便容器返却

Ｂ 便積込

佐世保工場で
Ａ車両に

乗り換え出発

佐世保工場で
Ｂ車両に

乗り換え出発
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５．実証実験の概要 ②返路での全線高速道路の利用

高速利用区間を拡大する：田野ＩＣ ～ 佐世保三川内ＩＣ

着
荷
主
（
宮
崎
）

■Before

佐
世
保
工
場

山
之
口
IC

柳
川

IC

■Aｆｔｅｒ

佐
世
保
工
場

田
野
IC

佐
世
保

三
河
内

IC

高速距離

← 203㎞ →

高速距離

← 327㎞ →

着
荷
主
（
宮
崎
）
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６．実証実験の結果

業務工程の変更と返路全線高速利用により、拘束時間
を約２時間短縮できた

拘束時間 拘束時間 変 化

（Before）

15時間20分

（After）

13時間18分

▲ 2時間2分
うち業務工程変更効果

▲1時間6分
うち全線高速利用効果

▲56分

労働生産性の変化

＋１５.３％
うち業務工程変更効果 + ８．３％
うち全線高速利用効果 + ７．０％ 30



７．実証実験の効果

全線高速利用により、ヒヤリハットの回数が減り、安心
して運転できた（ドライバーの感想）

空容器の返却作業を明るい時刻に実施できるようにな
ることから、作業性、安全性についても向上していくこと
が期待できる
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２事例に共通する成功要因

発荷主（着荷主）が、運送事業者の窮状を
理解

発荷主（着荷主）が、物流の条件やコスト
負担について一定の歩み寄り

ご清聴ありがとうございました
32


